
番号 指定管理者に求める事業
実施の方向性

【※３】
既存の事業 内　容

1
【特別企画】
川口市寄贈展

現状維持
【特別企画】
川口市寄贈展

〇川口市に寄贈された美術作品を紹介する特別展。

2
【新春企画展】

見 直 し
【新春企画展】
アートな年賀状展 〇応募いただいたすべての年賀状を一堂に展示する企画展。

3 市・県ゆかりの作品展 拡　　充 川口ゆかりの作品展 〇市にゆかりのある作品や作家の作品を展示。

4 市内巡回展（令和５年度のみ） 新　　規 －
〇アートギャラリー、旧田中家住宅、川口総合文化センターの３ヶ所で同時開催
する市内巡回展。

5 － 廃　　止 アーティスト・イン・スクール
〇市内の小・中学校にアーティストを講師として派遣し、１～２ヶ月の特別な図
工・美術の授業を行った後、その成果をアートギャラリーで発表する展示会。

6 未定 見 直 し ワークショップ成果展示 〇ワークショップで制作した作品をアートギャラリーで発表しる成果展示。

7 指定管理者の提案による企画展 新　　規 － 〇市の事業として、指定管理者の提案による企画展。

8 ワークショップ事業【令和３年度実績　５回】
〇年間を通して子どもから大人まで楽しめる様々な企画を開催。また、造形だけ
でなく身体表現や鑑賞なども組み合わせたオリジナルのプログラムを実施。

9 たのしい実技講座【令和３年度実績　３回】
〇各分野のつくり手を講師に招き、気軽にものづくりを学んだりアート作品を制
作するための講座。

10 やさしい鑑賞講座【令和３年度実績　２回】
〇各分野における専門家を講師に招き、アートについて「観る・知る」ための講
座。

11 アートさんぽ【令和３年度実績　１回】
〇歴史的建造物や地域産業・文化財だけでなく、身近な場所をめぐりながら新し
い視点を発見するツアー。

12 川口市小・中・高校硬筆展覧会 現状維持 川口市小・中・高校硬筆展覧会 〇各学校の優秀作品、県の展覧会に出展する作品を展示。

13
【教育３展①】
川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

現状維持
【教育３展①】
川口市小・中・高校書きぞめ展覧会

〇各学校の優秀作品、県の展覧会に出展する作品を展示。

14
【教育３展②】
川口の図工美術まなび展

現状維持
【教育３展②】
川口の図工美術まなび展

〇市内外の美術展や、コンクールでの優秀作品、授業で制作した作品を展示。

15
【教育３展③】
中学生のＡＲＴ　ＣＬＵＢ展

現状維持
【教育３展③】
中学生のＡＲＴ　ＣＬＵＢ展

〇各中学校の美術部を中心とした文化部の活動の成果を展示。

16 水道ポスターコンクール展示会 現状維持 水道ポスターコンクール展示会
〇市内の小学校４年生を対象に上下水道局主催のポスターコンクールの優秀作品
を展示。

17 川口市特別支援学級児童生徒合同作品展 現状維持 川口市特別支援学級児童生徒合同作品展 〇各学校の図工・美術の授業で制作した作品を展示。

18 川口市美術家協会選抜展 現状維持 川口市美術家協会選抜展
〇川口市の美術振興の礎を築いた川口市美術家協会の各部門の中から選抜された
作家（会員）の秀作展を開催。

19 川口の美術家たちのアートな毎日 現状維持 川口の美術家たちのアートな毎日
〇川口の美術家が普段の「川口市美術展（市展）」や「川口市美術家協会選抜
展」に出品している作品とは、異なる絵画や立体作品・書などを展示。

20 一　　般
展示室Ａ・展示室Ｂ・スタジオの各室を年間７週
（４２日間）貸し出
【延べ日数１２６日間】

現状維持
展示室Ａ・展示室Ｂ・スタジオの各室を年間８週
（４８日間）貸し出
【令和３年度実績　延べ日数７２日間】

〇アート活動や作品の発表の場として、利用いただくために、展示室・スタジオ
の貸し出。

21 未定 現状維持
小学生「身近な生き物」絵画コンクール展示会
（６日間）

〇小学１年生から３年生が市内で見つけた自然な生き物を描いた作品展。

22 未定 現状維持
川口市小学生図画コンクール入賞作品展
（６日間）

〇「えがこう　ぼくの　私の　ふりさと川口！」と題して、小学生図画コンクー
ルにおける入賞作品展。

23 指定管理者による企画発案の自主事業 新　　規 －
〇指定管理者があらかじめ教育委員会にその内容を提案し、承認を得た上で実施
する自主事業。

〇自主事業

※３－実施の方向性
　　　ア　拡充…………事業内容を充実し、事業を拡充
　　　イ　現状維持……既存の事業と同等の事業を実施
　　　ウ　新規…………新規事業として、事業を実施
　　　エ　廃止…………事業の廃止
　　　オ　見直し………事業内容を見直し、事業を実施

※１－関係機関との連携業務（例示されている関係機関等との連携）
　　　ア　市（上下水道局、環境部、文化芸術事業担当課室等）及び教育委員会
　　　イ　川口市内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所等の教育（福祉）施設等
　　　ウ　川口市美術家協会
　　　エ　川口観光物産協会
　　　オ　川口総合文化センター
　　　カ　川口市内の文化芸術団体及び地域活動団体等
　　　キ　他の博物館・美術館等
　　　ク　全国美術館会議及び埼玉県博物館連絡協議会
　　　ケ　その他の関係機関

川口市立アートギャラリー指定管理者導入に伴う指定管理者に求める事業運営について

ワークショップ、各種講座等（年８回以上） 現状維持

地域連携

〇貸しギャラリー事業

〇企画展事業

区　分

〇ワークショップ事業

〇各種講座事業
（実技講座・鑑賞講座等）

〇連携事業
（地域連携・学校連携）
【※１、※２】

※２－関係機関との連携業務
　　　ア　共催事業は、市や教育委員会などの関係団体と指定管理者が共同で開催する事業のため、「貸しギャラ
　　　　　リー」の費用は無料。

資料２ 議事（１）


